
川崎市博物館の登録等に関する取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市博物館の登録等に関する規則（平成２７年川崎市教育委員会規

則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、博物館法（昭和２６年法律第２

８５号。以下「法」という。）及び博物館法施行規則（昭和３０年文部省令第２４号。以

下「施行規則」という。）の規定に基づく博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定

の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（登録申請書の添付書類） 

第２条 規則第３条第２項の教育長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

（１）当該博物館の設置条例（地方公共団体が設置する公立博物館の場合に限る。） 

（２）当該法人の登記事項証明書（地方独立行政法人が設置する公立博物館又は私立博物館

の場合に限る。） 

（３）博物館の運営を安定的かつ継続的に実施するための経済的基礎を有することを証明

する収支計画書等（私立博物館の場合に限る。） 

（４）博物館を設置する法人において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による民

事再生手続又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による会社更生手続を受けて

いないことを宣誓する書類（私立博物館の場合に限る。） 

（５）博物館の運営を担当する役員の経歴を示す書類（私立博物館の場合に限る。） 

（６）博物館を設置する法人において、自ら反社会的勢力に該当せず、及び反社会的勢力と

の関係がないことを宣誓する書類（私立博物館の場合に限る。） 

（７）博物館の設置者が登録を取り消されて２年を経過しない者ではないことを宣誓する

書類 

（８）博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する

基本的運営方針及び当該方針の公表方法を示す書類 

（９）博物館資料の収集及び管理の方針を示す書類 

（10）展示、学習機会の提供、調査研究等の事業の計画又は実績を示す書類 

（11）職員への研修の実施計画又は実績（国や地方公共団体等が実施する研修に職員を参加

させる計画又は実績を含む。）を示す書類 

（12）博物館の事業に関する収支計画を示す書類 

（13）館長及び学芸員の氏名、職務内容及び経歴を示す書類 

（14）学芸員の資格を証する書類の写し 



（15）博物館運営を行う組織の態様を示す書類 

（16）博物館の事業に用に供する建物の配置図、平面図、立面図等 

（17）博物館の事業の用に供する土地の公図、周辺図等 

（18）博物館の事業の用に供する建物及び土地の保有形態を示す書類（博物館の事業に用 

いる建物及び土地を借用している場合には、借用条件等を証明する書類の写し） 

（19）防災及び防犯のために必要な施設及び設備等を有していることを示す書類 

（20）博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な 

配慮がなされていることを示す書類 

（21）高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難 

を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていることを示す書類 

（22）その他法第１３条第１項各号に掲げる基準に適合していることを証するために必要

な書類 

（指定申請書の添付書類） 

第３条 規則第８条第２項の教育長が必要と認める書類は、次のとおりとする。 

（１） 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開することを確認できる書類 

（２） 前号に掲げるもののほか、施行規則第２４条第１項各号に掲げる基準に適合してい 

ることを証するために必要な書類 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月８日から施行する。 


